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１ 事業の目的、スキーム

基本スキーム

※保証料補助・利子補給について、実務上は、保証協会・金融機関に対して補助を行う
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事業の概要

○ 令和７年台風第22号、第23号により損失を受けた中小企業者等に対して、長期かつ低利の融資  
をすることにより、経営の安定を図ることを目的とする

○ 申込受付期間は、令和７年１２月１８日（木）～令和８年３月３１日（火）
※融資申込受付機関が受付した日が令和8年3月31日までの申込が対象
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２ 融資対象、融資条件等

○ 令和7年台風第22号、第23号による損失について、災害救助法適用地域の町村長が発行する「り災証明
書」等の交付を受けた中小企業者又は組合が対象となります

○ 「り災証明書」の他、「被災証明書」「被害証明書」「り災届出証明」等、被害の事実を証するものとして発行され
たものでも可能です

融資対象

融資条件

資 金 使 途 運転資金及び設備資金

融資限度額 ２億８，０００万円

うち無担保 ８，０００万円

融 資 期 間 １５年以内（据置期間２年以内を含む）

融資利率※ ●責任共有対象外時 ：固定金利 1.9％ ●責任共有対象時：固定金利 2.1％

利 子 補 給 次ページをご覧ください

信 用 保 証 料
補 助

次ページをご覧ください

○ 融資に対する保証協会の保証割合を示したものです。責任共有対象外の場合は、保証協会の
 100％保証となりますが、責任共有時には80％保証となり、金融機関の負担分が発生します

○ 責任共有となるかどうかについては、「７ 保証枠について」をご覧ください

責任共有とは

※ 融資利率は、全期間固定となります
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３ 補助の概要

項目 内容 申込方法

１ 保証料補助 全額補助※
申込不要
(東京信用保証協会 
にて手続きを行います)

２ 利子補給
融資実行後に
手続きが必要です。

詳細は次ページ
をご覧ください

※本融資は東京信用保証協会による保証付き融資のため、保証料が発生しますが、東京都が全額補助します。

料率区分
金利(年率)

融資総額 利子補給金の交付対象利息

全部保証利率
(責任共有対象外)

固定1.9％

1億5,000万円以下

【都】
固定金利年率1.27%相当分
【八丈町】
固定金利年率0.63％相当分

1億5,000万円超 対象外

責任共有利率
固定2.1%

1億5,000万円以下

【都】
固定金利年率1.47％相当分
【八丈町】
固定金利年率0.63%相当分

1億5,000万円超
【都】
全部保証利率との金利差
（年率0.2％）相当分

○ 信用保証協会に対する保証料及び、借入れに係る利息についての補助を実施します
○ なお、保証料については都から、利息については都及び八丈町から補助を実施します
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4 融資申込～利子補給の流れ
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①融資申込受付機関に
対して融資申込

※融資申込に必要な書類は
 金融機関にご確認下さい

②指定金融機関又はあっせ
ん機関は、審査の上、東京信
用保証協会に保証申込

③東京信用保証協会が審査
の上、保証承諾
④金融機関は、事業者と契
約の上、融資実行

⑤-1融資実行後1か月以内
に取扱金融機関に対して、利
子補給金交付申請書を提出

⑤-2金融機関は当該申請
書に加え、償還予定表・融資
実行通知書を都に提出

⑥審査の上、利子補給を決定
し、通知書を借受者宛て送付
(写しを金融機関に送付)

⑦都は、半年毎に利子補給金
額調査を金融機関に実施し、
⑧都及び八丈町から利子補給
(例.1-6月分 8月に利子補給)

※⑤は都・八丈町双方に
申請が必要となります。

○ 本制度の流れは以下のとおりとなります。
○ なお、利子補給にあたっては、融資実行後、都及び八丈町に対し別途申請が必要です。

※⑦は八丈町分についても
都が調査
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※個別の融資については、金融機関及び信用保証協会の審査の上で実行するため、ご希望に沿えない場合があります



５（事業者向け）利子補給の申請手続きについて

○ 融資実行後、１か月以内に取扱金融機関に対し、「利子補給金交付申請書」を提出して下さい。
 金融機関を通じて申請書を都が受領後、審査を行い、「交付決定通知書」をお送りいたします。

①

②

③

⑤

⑥

④

① 住所、名称、代表者名をご記入後、
実印の押印をお願いいたします

（記入方法説明）

② 利子補給対象の融資の融資情報について
ご記入ください

③ 過去に本災害復旧資金融資を利用し、既に利
子補給申請及び交付決定を受けた融資があ
る場合にご記入ください
（本融資の融資上限額及び利子補給対象融資額 
は、実行額ベースでの判断となります。融資残高ベース
ではありませんのでご注意ください）

④ 同意事項等ご確認下さい。

⑤ 利子補給は金融機関に対して実施します。
 金融機関と調整の上、利子補給金を受け
取る金融機関名、本支店名をご記入ください。

⑥ 金融機関記入欄となります。
 ご記入不要です

163-8001
東京都新宿区西新宿二丁目８番１号

00-0000-0000

（株）東京都庁

都庁 太郎

ｶ）ﾄｳｷｮｳﾄﾁｮｳ

実
印

18,000,000

●●銀行

○○支店

15 0

●●銀行 ○○支店
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６ 参考_中小企業制度融資メニュー比較

融資条件等 災害復旧資金融資 経営セーフ 経営一般

対
象
者

対象者
台風第22号、第23号による、
災害救助法の指定地域の中小

企業者等

台風第22号により、一定の売上減
少等の影響を受けた中小企業者等

台風第22号、第23号により、
事業活動に影響を受けた中小

企業者等

必要書類 町村長等が発行するり災証明等
町村長が発行するセーフティネット

保証4号の認定書
町村長等が発行するり災証明等

融
資
条
件

資金使途
事業の復旧に要する資金
（運転・設備資金）

経営の安定化に必要な資金
（運転・設備資金）

経営の安定化に必要な資金
（運転・設備資金）

限度額
2億8,000万円

（うち無担保8,000万円）
2億8,000万円

（うち無担保8,000万円）
2億8,000万円

（うち無担保8,000万円）

融資期間
(据置期間)

15年以内
（2年以内）

10年以内
（2年以内）

10年以内
（2年以内）

融資利率
(年率)

1.5億円まで 0％※

1.5億円超から 1.9％※

融資期間に応じて
1.9%～2.4％

融資期間に応じて
1.9%～2.6％

信用保証料
補助

全額補助(全事業者) 2分の1補助(小規模企業者) 2分の1補助(小規模企業者)

○ 八丈町の事業者の方がご利用いただける、
災害に関連した東京都中小企業制度融資メニューとしては以下のとおりです。

※ 都及び八丈町からの利子補給がない場合は、全部保証時：1.9％ 責任共有時：2.1％

R7.12月時点
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７ 参考_保証枠について

融資条件等 災害関係保証 セーフティネット保証４号 一般保証

対
象
者

対象者
八丈町又は青ヶ島村の

中小企業者等
（激甚災害の指定地域）

町村長からのセーフティネット保証
４号の認定を受けた中小企業者等

設備や建物等に被害を受けた
中小企業者等

必要書類 町村長等が発行するり災証明等
町村長が発行するセーフティネット

保証4号の認定書※1
町村長等が発行するり災証明等

融
資
条
件

資金使途 運転・設備資金※2

限度枠
2億8,000万円 別枠

（うち無担保8,000万円）
2億8,000万円 別枠

（うち無担保8,000万円）
2億8,000万円

（うち無担保8,000万円）

責任共有 対象外 対象

※1 災害復旧資金融資を受けるためには、別途町村長等が発行するり災証明等が必要となります

※2 災害関係保証については、資金使途が、事業の再建に必要な資金に限られます

○ 災害復旧資金融資にあたって利用できる主な保証枠については以下のとおりです。
 なお、八丈町の事業者の方は、要件に該当した場合、いずれの保証枠もご利用いただけます。

○ 災害関係保証又はセーフティネット保証４号の適用の場合、一般保証とは別枠の保証を
 受けることができます。
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Q1 本店は町外にあり、八丈町にある事業所が被災したが、融資対象となるか。

八丈町長から、り災証明を受けた場合において、融資対象となります。

10

Q2 り災証明等とは何か。

「り災証明書」の他、「被災証明書」「被害証明書」「り災届け出証明」 のことを指します
いずれも、町村等に対して交付申請を行う必要があります。

Q3 融資申込から融資実行までの所要期間の目安について

お申込み内容等により異なりますので、詳しくは取扱金融機関や東京信用保証協会八重洲支店にお
問合せください。

Q4 利子補給の交付申請後、交付決定となるまでの期間の目安について

金融機関を通じて交付申請書を受領後、交付決定まで１～２か月程度かかる見込みです。
※上記は目安の期間のため、前後する場合があります。

８ よくあるご質問
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Q5 保証枠の別枠とは何か。

保証協会による保証は、2億8,000万円/者が限度となりますが、p9の災害関係保証又はセーフティネット保証
４号を適用の場合、一般保証枠(80％保証)の他、別枠(100％保証)を受けられるようになります。

Q6 災害関係保証とは何か。またどのように利用するのか。

Q7 セーフティネット保証４号とは何か。またどのように利用するのか。

本台風被害により、激甚災害に指定された八丈町等の中小企業者等が、事業の再建に必要な資金を借り入れる
際に利用できる別枠の保証制度です。
利用にあたっては、町村に交付申請を行い、り災証明書の交付を受ける必要があります。
なお、激甚災害の指定期間は令和8年6月2日までです(状況により延長される場合があります)。

また、本保証を利用する場合は、上記の指定期限までに金融機関による融資実行を受ける必要があります。

本台風被害により、セーフティネット保証4号の指定地域の中小企業者等が、経営の安定化のために利用できる別
枠の保証制度です。
利用にあたっては、町村に認定申請を行い、セーフティネット保証4号の認定を受ける必要があります。
なお、セーフティネット保証4号の指定期間は令和8年2月5日までです。(状況により延長される場合があります)

また、セーフティネット保証4号の認定については、上記指定期限までに認定を受け、認定を受けた日から30日後が
有効期限となります。

８ よくあるご質問
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